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2013年
宮城県第6次
医療計画
二次医療圏
統合

• 宮城県 人口：230万人（仙台医療圏：148万人）

• 7医療圏→4医療圏へ統合

• 目的：二次医療圏において高度の診療機能（医療設備・専門的医療者配置）を維持
するため



地域がん診療連携拠点病院
仙台医療センター
東北労災病院
大崎市民病院
石巻赤十字病院
みやぎ県南中核病院

都道府県拠点病院
東北大学病院
宮城県がんセンター



がん診療拠点病院の指定要件
2014.1.10 厚生労働省健康保険局長通知

1. 診療体制
キャンサーボード、専門医や専門医療職の配置、緩和ケア提供体制、
医療設備、医療連携構築

2. 診療実績
手術件数、放射線治療件数、化学療法施行件数

3. 研修の実施体制

4. 情報の提供体制 相談支援センター、広報、情報公開

5. 臨床研究 組織的な整備

6. PDCAサイクル確保 施設内、都道府県単位



PDCAサイクルの確保
がん診療連携拠点病院指定要件（2014.1.10）から

６． ＰＤＣＡサイクルの確保
（１）自施設の診療機能や診療実績、地域連携に関す

る実績や活動状況の他、がん患者の療養生活の質に
ついて把握・評価し、課題認識を院内の関係者で共有
した上で、組織的な改善策を講じること。

（２） これらの実施状況につき都道府県拠点病院を中

心に都道府県内のがん診療連携拠点病院、特定領域
拠点病院、地域がん診療病院において、情報共有と
相互評価を行うとともに、地域に対してわかりやすく広
報すること。



都道府県単位のがん診療PDCA
宮城県がん診療連携協議会の設置と運営

• ２００６年１２月発足・総会

• 都道府県がん診療連携拠点＋地域がん診療連携拠
点の７拠点病院の病院長と事務局による発足

• 宮城県健康福祉課：オブザーバーとしての参加

• ２００６－２００８年度は総会における情報交換

• ２００９年度に６つの専門部会を設置



宮城県がん診療連携協議会
専門診療部会

• ２００９年７月 各種部会発足・部会長会議
１）化学療法部会

２）放射線治療部会

３）緩和ケア部会

４）がん登録部会

５）地域連携クリティカルパス部会

６）患者相談部会

７）口腔ケア部会 ２０１１年～

８）看護部会 ２０１５年～

９）がん診療体制検討委員会 ２０１４年～





化学療法部会
化学療法担当医師・認定看護師・薬剤師
市民公開講座開催・年１回・７拠点持ち回り

各部会の構成員と活動概要 2009-2013

放射線治療部会

緩和ケア部会

患者相談部会

がん登録部会

連携パス部会

放射線治療担当医師・放射線技師
医療者向け講習会・年１回

緩和ケア担当医師・認定看護師
緩和ケア講習会・各拠点で年１回
緩和ケアリンクナース養成研修 1/年 （東北大）

がん相談支援センター担当MSW
医療者向け講習会・年１回

部会長医師、各拠点のがん登録実務者
がん登録研修会・年１回

部会長医師、各拠点の連携担当実務者

地域連携クリティカルパスコーディネータト担当者
会議・各拠点持ち回り ３回/年



化学療法部会
化学療法担当医師・認定看護師・薬剤師
市民公開講座開催・年１回・７拠点持ち回り

各部会PDCA活動概要 ２０１４年～

放射線治療部会

緩和ケア部会

患者相談部会

がん登録部会

連携パス部会

がん診療体制検討委員会

放射線治療担当医師・放射線技師
医療者向け講習会・年１回

緩和ケア担当医師・認定看護師
緩和ケア講習会・各拠点で年１回
緩和ケアリンクナース養成研修 1/年 （東北大）

がん相談支援センター担当MSW
医療者向け講習会・年１回

部会長医師、各拠点のがん登録実務者
がん登録研修会・年１回

部会長医師、各拠点の連携担当実務者

地域連携クリティカルパスコーディネータト担当者
会議・各拠点持ち回り ３回/年

各拠点のがん診療統括医師・各専門部会の部会長
拠点病院と部会のPDCA進捗管理・報告・公表

拠点病院の現況
調査に基づく相互
書面評価

相互訪問による
現地調査と評価

口腔ケア部会

看護部会

各拠点歯科医師・頭頸部内科医 口腔ケア医科歯科連携

各拠点看護部管理者 がん専門・認定看護師の位置づけ

専門相談員講習
会の強化

がん登録の標準
化と相互評価



宮城県がん診療体制検討委員会の設置 2014/2/10

宮城県におけるがん診
療の質の向上及びが
ん診療連携協力体制
の構築、ＰＤＣＡサイク
ルの確保

各専門部会と連携し、
横断的・総括的PDCAを
遂行する実務委員会

宮城県がん診療提供体制検討委員会内規
制定平成２６年２月１０日

（設置）

第１条宮城県がん診療連携協議会（以下「協議会」
という。）に，宮城県がん診療提供体制検討委員会
（以下「委員会」という。）を置く。
（目的）

第２条委員会は，宮城県におけるがん診療の質の
向上及びがん診療連携協力体制の構築、ＰＤＣＡ
サイクルの確保などを目的とし，必要な事項の審議
を行ない協議会に提案する。
（組織）

第３条委員会は，次の各号に掲げる委員で組織す
る。
(1)会員病院の院長等が指名する者（各施設１名ず
つ）
(2)その他委員会が必要と認めた者
（以下略）



PDCA評価・初年度（２０１４年）
専門部会（化学療法、放射線療法、緩和、相談支援、がん登録、パス、口腔ケア）
に項目を振り分け、各項目ごとにA/B/C評価
検討委員会が総合評価報告書を作成、がん診療連携協議会に提出

対応部会・委員会
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がん診療連携拠点病院等の区分 該当指定要件

地域がん診療連携拠点病院 I、II

特定機能病院を地域がん診療連携拠点病院として指定する場合 I、II、III 指定要件での扱い

都道府県がん診療連携拠点病院 I、II、IV A：現行要件で必須 G：地域がん診療病院に必須

特定機能病院を都道府県がん診療連携拠点病院として指定する場合
I、II、III、IV（３の（１）
および（２）を除く）

B：現行要件で原則必須 H：地域がん診療病院では連携により確保

C：現行要件で対応することが望ましい I：地域がん診療病院では望ましい

国立がん研究センター中央病院および東病院 I、II、III、V D：新要件では必須 「-」：要件に該当なし

特定領域がん診療連携拠点病院 I、II、VI E：新要件では原則必須

地域がん診療病院 I、VII F：新要件では望ましい

I がん診療連携拠点病院等の指定について

１ （１） 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院、特定領域拠点病院、地域がん診療病院については、院内の
見やすい場所に指定を受けている旨の掲示をする等、がん患者に対し必要な情報提供を行っている。 A、G 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（２） がん診療連携拠点病院である旨の広報状況（院内掲示）について別紙5（別ファイル）に記載すること。

- 〇
別紙5
（任意様
式）

別紙5
（任意様
式）

別紙5
（任意様
式）

別紙5
（任意様
式）

別紙5
（任意様
式）

別紙5
（任意様
式）

別紙5
（任意様
式）

II 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について

地域がん診療連携拠点病院は、IおよびIIの要件を満たすこと。 〇

１ 診療体制
（１）診療機能

① 集学的治
療等の提供
体制および標
準的治療等
の提供

ア 我が国に多いがん（肺がん、胃がん、肝がん、大腸がんおよび乳がんをいう。以下同じ。）およびその他各医療機
関が専門とするがんについて、手術、放射線治療および化学療法を効果的に組み合わせた集学的治療および緩
和ケア（以下「集学的治療等」という。）を提供する体制を有するとともに、各学会の診療ガイドラインに準ずる標準
的治療（以下「標準的治療」という。）等がん患者の状態に応じた適切な治療を提供している。

A 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

イ グループ指定を受ける。 × × × × ×
グループ指定を受ける場合、その状況について別紙6に記載すること。 - 別紙6 別紙6 別紙6 別紙6 別紙6 別紙6 別紙6
我が国に多いがんおよびその他の各医療機関が専門とするがんについて、別紙7に記載すること。 - 別紙7 別紙7 別紙7 別紙7 別紙7 別紙7 別紙7
我が国に多いがんへの対応状況について別紙8に記載すること。グループ指定を受ける施設との連携にて対応し
ている場合にはその連携状況についても記載すること。 - 別紙8 別紙8 別紙8 別紙8 別紙8 別紙8 別紙8

我が国に多いがん以外の各医療機関が専門とするがんへの対応状況について別紙9に記載すること。グループ
指定を受ける施設との連携にて対応している場合にはその連携状況についても記載すること。 - 別紙9 別紙9 別紙9 別紙9 別紙9 別紙9 別紙9

ウ 我が国に多いがんについて、クリティカルパス（検査および治療等を含めた詳細な診療計画表をいう。以下同じ。）
を整備している。 A 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

i 我が国に多いがんについて、クリティカルパスの活用状況を把握している。 D 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
エ がん疼痛や呼吸困難などに対する症状緩和や医療用麻薬の適正使用を目的とした院内マニュアルを整備すると

共に、これに準じた院内クリティカルパスを整備し活用状況を把握する等、実効性のある診療体制を整備している。 D 〇 ○ ○ ○ × ○ ○ ○

我が国に多いがんおよび我が国に多いがん以外の各医療機関が専門とするがんの治療や、症状緩和や医療用
麻薬の適正使用を目的とした、クリティカルパスを整備状況と活用状況について別紙10に記載すること。 - 〇 別紙10 別紙10 別紙10 別紙10 別紙10 別紙10 別紙10

オ がん患者の病態に応じた、より適切ながん医療を提供できるよう、キャンサーボードを設置し、定期的に開催して
いる。 A 〇 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

i がん患者の病態に応じた、より適切ながん医療を提供できるよう、キャンサーボード（手術療法、放射線診断、放
射線治療、化学療法、病理診断および緩和ケアに携わる専門的な知識および技能を有する医師その他の専門を
異にする医師等によるがん患者の症状、状態および治療方針等を意見交換・共有・検討・確認等するためのカン
ファレンスをいう。以下同じ。）を設置し、定期的に開催している。

D 〇 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ii キャンサーボードの実施主体を明らかにした上で、月1回以上開催している。 D 〇 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



化学療法担当医師・認定看護師・認定薬剤師
３人x７拠点 ２１人で構成される部会による相互評価WG

各部会PDCA活動 実例 化学療法部会
基礎検討資料：2014/3月 指定更新推薦書・現況報告書
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４．がん診療連携拠点病院等の指定要件等について

対応部会・委員会
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がん診療連携拠点病院等の区分 該当指定要件

地域がん診療連携拠点病院 I、II

特定機能病院を地域がん診療連携拠点病院として指定する場合 I、II、III 指定要件での扱い

都道府県がん診療連携拠点病院 I、II、IV A：現行要件で必須 G：地域がん診療病院に必須

特定機能病院を都道府県がん診療連携拠点病院として指定する場合
I、II、III、IV（３の（１）
および（２）を除く）

B：現行要件で原則必須 H：地域がん診療病院では連携により確保

C：現行要件で対応することが望ましい I：地域がん診療病院では望ましい

国立がん研究センター中央病院および東病院 I、II、III、V D：新要件では必須 「-」：要件に該当なし

特定領域がん診療連携拠点病院 I、II、VI E：新要件では原則必須

地域がん診療病院 I、VII F：新要件では望ましい

I がん診療連携拠点病院等の指定について

１ （１） 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院、特定領域拠点病院、地域がん診療病院については、院内の見やすい場所に
指定を受けている旨の掲示をする等、がん患者に対し必要な情報提供を行っている。 A、G ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（２） がん診療連携拠点病院である旨の広報状況（院内掲示）について別紙5（別ファイル）に記載すること。

-
別紙5

（任意様式）
別紙5

（任意様式）
別紙5

（任意様式）
別紙5

（任意様式）
別紙5

（任意様式）
別紙5

（任意様式）
別紙5

（任意様式）

II 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について

地域がん診療連携拠点病院は、IおよびIIの要件を満たすこと。

１ 診
療体制

（１）診
療機能

① 集学
的治療等
の提供体
制および
標準的治
療等の提
供

オ がん患者の病態に応じた、より適切ながん医療を提供できるよう、キャンサーボードを設置し、定期的に開催している。
A 〇 ○B ○B ○B ○B ○B ○B ○B

i がん患者の病態に応じた、より適切ながん医療を提供できるよう、キャンサーボード（手術療法、放射線診断、放射線治療、化学
療法、病理診断および緩和ケアに携わる専門的な知識および技能を有する医師その他の専門を異にする医師等によるがん患者
の症状、状態および治療方針等を意見交換・共有・検討・確認等するためのカンファレンスをいう。以下同じ。）を設置し、定期的に
開催している。

D 〇 ○C ○C ○C ○C ○C ○C ○C

ii キャンサーボードの実施主体を明らかにした上で、月1回以上開催している。 D 〇 ○C ○C ○C ○C ○C ○C ○C
キャンサーボードの活動状況について、別紙11に記載すること。 - 別紙11 別紙11 別紙11 別紙11 別紙11 別紙11 別紙11

⑥ 病病連携・病診連携の協力体制

エ 病理診断または画像診断に関する依頼、手術、放射線治療、化学療法または緩和ケアの提供に関する相談など、地域の医療機
関の医師と相互に診断および治療に関する連携協力体制を整備している。 A 〇 ○B ○B ○B ○B ○B ○B ○B

⑦ セカンドオピニオンの提示体制

ア 我が国に多いがんその他当該施設で対応可能ながんについて、手術療法、放射線治療、化学療法または緩和ケアに携わる専門
的な知識および技能を有する医師によるセカンドオピニオン（診断および治療法について、主治医以外の第三者の医師が提示す
る医療上の意見をいう。以下同じ。）を提示する体制を整備している。 A 〇 ○A ○A ○B ○B ○B ○B ○B

各部会PDCA活動 実例 化学療法部会
基礎検討資料：2014/3月 指定更新推薦書・現況報告書

部会委員で、各項目ごとにA/B/C相互評価



宮城県がん診療体制検討委員会
2014年度評価報告書

• 結果
各施設の長所、要改善項目が可視化された
専門医、医師以外の医療者の充足状況
キャンサーボードの運営
診療実績
研修教育体制、臨床研究推進体制の整備状況

• 問題点

現況報告書の項目や記載様式に施設ごとの解釈の違いが存
在する

例
キャンサーボードの定義の違い
診療実績：手術>400例、放射線治療>200例、化学療法＞1000例
化学療法件数のカウント方法の差異（症例数、サイクル数、内服レジメン）

→２０１５年度以降の現況報告書の記載内容チェックなどに反映



PDCA 現地訪問調査

• ２０１４年から各専門部会で順次実施

–化学療法部会

–放射線治療部会

–がん登録部会

–相談支援部会



化学療法専門部会 PDCA 現地調査

■調査日：2016 年12 月19 日(月)
調査施設・
① 大崎市民病院 9 時30 分～11 時30 分
② 東北労災病院 14 時～16 時

■調査担当者（2016 年度宮城県がん診療連携協議会化学療法部会PDCA サイクル現地調査委員）
東北大学病院石岡千加史（医師）
宮城県立がんセンター 高子利美（看護師）
みやぎ県南中核病院田中敏（薬剤師）

■被調査者
大崎市民病院蒲生真紀夫（医師）森屋智美（看護師）大場憲（薬剤師）
東北労災病院丹田滋（医師）片谷憲子（看護師）熊谷史由（薬剤師）

総括
2015 年1 月6 日付けで宮城県がん診療連携拠点病院化学療法部会が策定した（１）宮城県がん診療連携拠点
病院
化学療法部会PDCA サイクル現地調査申し合わせ事項、（２）宮城県がん診療連携拠点病院化学療法部会
PDCA サ
イクル現地調査業務手順書、（３）個別項目・評価表に従って、事前に化学療法部会で調査対象病院と決定した
上記2 病院（大崎市民病院と東北労災病院）で、聞き取りおよび施設の立ち入り調査により実地調査を実施した。
大崎市民病院は比較的大規模な地域がん診療連携拠点病院であり、宮城県北における化学療法の中心拠点
であるため年間の化学療法実施件数が6,000 件を上回る。

（以下略）

調査員（各施設持ち回り担当）
医師・看護師・薬剤師

2病院/年で計画的に巡回



化学療法部会 現地訪問調査

一定の評価表を用
いて、各拠点の設
備、人員、運営体制
などを現地で評価し、
互いに改善点につ
いて話し合う



がん診療体制検討委員会による
PDCAサイクル活動
（2015-2017年度）



がん診療体制検討委員会によるPDCAサイクル活動
改善点（2015-2017年度）

• 基礎資料（拠点病院の現況報告書）に沿った書面
調査だけでは評価が表層的

• 各専門部会が年度ごとに重点事項（アウトカム）を
定め、それに沿った相互評価とPDCAサイクル報告
書を作成

• 部会報告の他に部会横断的事項に関しては体制検
討委員会が別途調査報告



例１ 化学療法部会PDCA報告書抜粋 ２０１8/4

重点調査 ４項目

１）副作用問診実施体制

２）抗がん剤暴露対策

３）がん患者指導管理料
４）遺伝外来
カウンセリング



例２ 緩和ケア部会 PDCA報告書 2018/4/27

Ⅰ．宮城県の緩和ケアの現状の総括

平成28年度から継続してPDCAワーキンググループにより客観的な評価指標を
用いて昨年度からの推移等について相互評価を行っている。
評価項目
「苦痛のスクリーニングと苦痛の緩和」

「専門的な緩和ケアのアクセスの改善および緩和ケアチーム・緩和ケア外来」
「在宅緩和ケア」
「医師・医師以外の医療従事者に対する基本的な緩和ケア研修」
「普及啓発」の5分野とした。

平成30年2月23日（金）に第2回宮城県がん宮城県がん診療連絡協議会緩和
ケア部会を開催し、各病院が緩和ケアの客観的な評価指標となるデータを提
出し、相互評価および県内の緩和ケアの充足度について議論を行った。
（後略）



例３ 相談支援部会 PDCAチェックリスト 2016/9

例4

がん登録部会
PDCAチェックリスト
2018/4



臨床研究実施体制 PDCA 2018/4 抜粋

有
57%

無
43%

臨床研究コーディネーターの配置状況

有 無

有
86%

無
14%

臨床研究・治験を統括する管理部門の有無

有 無

はい
43%

いいえ
57%

臨床研究にかかわる院内の職員に対して臨

床研究法についての勉強会・講習会などを

開催している

はい いいえ

はい
71%

いいえ
29%

臨床研究にかかわる職員の利益相反を組織とし

て把握・管理している

はい いいえ



各拠点のPDCA確保体制の評価 2018/4

・東北大学病院：腫瘍評議会（2ヶ月に1回）

・宮城県立がんセンター：幹部会、センター運営会議、診療科長会議、センター連絡会議（週1～月1回）

・仙台医療センター：がん診療連携室（月1回のがん診療連携室会議）

・東北労災病院：がんセンター委員会（月1回）

・大崎市民病院：地域がん診療連携拠点病院運営委員会（全体会議は年2回、各種部会は月1-4回）

・石巻赤十字病院：がん診療連携拠点病院運営委員会（年2回）

・みやぎ県南中核病院：がん診療運営委員会（年2-3回）

自院のがん診療体制を病院全体で検討する会議体と運営体制

東北大
月２回開催の腫瘍評議会で組織横断的な検討が継続的に行われている他、医療安全推進室手動で毎月、安全推進会議や
リスクマネージャー会議が開催されその内容を各診療科に周知している。

宮城県がんセ 月１－４回の頻度で開催される幹部会、センター運営会議・連絡会議等で方針が検討、通知されている

仙台医療セ
品質マネジメントシステムISO 90001:2015を取得しており、すべての診療科・部門で毎年PDCAサイクル実施している。がん医療に
関しては月１回のがん診療連携室会議を実施している。

東北労災
がんセンター委員会（院長も委員として参加）が月1回開催され、決定事項は定例の病院幹部会、病院運営委員会に報告さ
れている。

大崎市民
地域がん拠点病院運営委員会が年2回開催されて院内全体のがん診療に関するPDCAサイクルをチェクしている。各種部会
は月1-2回のミーティングを行っている。決定事項は定例の病院経営会議に報告されている。

石巻赤十字 地域がん拠点病院運営委員会が年2回開催されて院内全体のがん診療に関するPDCAサイクルをチェクしている。

みやぎ県南 がん診療運営委員会が年2回開催されて院内全体のがん診療に関するPDCAサイクルを実施している。



専門部会PDCA報告と検討委員会評価事項を各拠点施設単
位にbreak downし、それぞれの病院長宛に報告

宮城県健康推進課HPに公開



がん診療体制検討委員会・拠点病院個別 PDCA総括評価



2017年度PDCAサイクル評価総評 例：大崎市民病院

１）化学療法実施体制（曝露対策・副作用評価・患者指導・遺伝子カウンセリング）

（ア）抗がん剤曝露対策

調剤に関しては揮発性３剤に対して閉鎖式調整器具を用いており、投与に際しては、揮発性３薬剤
について閉鎖式投与ラインを用いている。環境汚染調査は今後予定している。

（イ）外来化学療法副作用評価

当日の問診票と自記式日誌を用いて、医師の診察前に化学療法室の看護師が副作用を評価して
いる。医師は診察時に問診票と看護師の評価を確認しながら副作用の評価を行っている。

（ウ）がん患者指導（管理料算定）

がん指導管理料１、2、3、が算定されている。管理料３に関しては医師が文書を用いてレジメンを
説明し患者の理解を得て算定している。

（エ）遺伝カウンセリング体制

主に乳腺外科の患者を対象に、非常勤の遺伝カウンセラーが月2回のカウンセリングを行っている

２）放射線治療実施体制：放射線治療の実績、スタッフ数ともに充足している。外部委員を含む放
射線品質管理員会が設置されていない点は改善の余地がある。

３）緩和ケア実施体制

苦痛のスクリーニングの実施数は各科の協力の下に増加しているが、ハイリスク患者への支援体
制に課題がある。院外の医療者を対象とした看護師向け緩和ケア研修会を開催し、参加者から高
い評価を得た。ホスピス音楽療養士や臨床宗教師を講師とした講演会を開催し、緩和ケアへの関
心の向上につながった。



2017年度PDCAサイクル評価総評 例：大崎市民病院

５）診療連携（連携パス含む）
がん地域連携クリティカルパスの算定件数が少なく、改善の余地がある。

６）院内がん登録
院内がん登録情報においては指定要件を概ねクリアした体制が取られている

７）院内でのPDCAサイクルの確保体制
地域がん拠点病院運営委員会が年2回開催されて院内全体のがん診療に関する
PDCAサイクルをチェクしている。各種部会は月1-2回のミーティングを行っている。決
定事項は定例の病院経営会議に報告されている。

８）臨床研究推進の体制

治験を推進する部門として学術臨床研究室が、審査委員会として学術臨床研究委
員会が設置されている。専任のCRCが配置されていない点は改善の余地がある。臨
床試験・治験に対する広報等はHPを用いて行っている。利益相反に関しては適宜
適宜倫理委員会で審査されている。臨床研究法に対する講習会はまだ行われてい
ない。



宮城県のがん診療PDCA 到達点と課題

• 良かったこと
– 各部会員の顔の見える交流
– 各施設での部会構成の共通化
– メーリングリストなどの情報共有基盤の構築
– 自施設や他施設の長所や弱点の可視化

– 部会長の交流により互いの部会の長所を取り入れ改善
に活かせる

– 目標管理の共有化

• 課題
–部会構成員・検討委員会委員の負担

–施設ごとの人的資源や予算の制約

–医療圏ごとの特徴を活かしたPDCA活動の確保
と継続



がん診療連携拠点病院機能整備の課題と
PDCAサイクル

• 外部要因
– 二次医療圏の規模のばらつき

– 人口5万人～250万人

– 圏域ごとの医療連携モデル構築の必要性

– 圏域横断的ながん診療体制の質の向上と維持
（都道府県がん診療連携拠点病院・がん診療連携協議会）

• 内部要因

– 多くの地域がん拠点病院は総合病院

– 救急医療、脳卒中、心疾患、周産母子医療、生活習慣病、がん

– がん医療：横断的ながん診療管理部門の必要性

均てん化
（受療機会の保証）

機能集約化
（がん診療の質保証）


